
改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

名称 プロテクション サービス ビジネス 契約約款 エンドポイント セキュリティ サービス契約約款 ・サービス名称を一般名称へ変更します。

第１条 第１条（目的） 第１条（目的）

第２条 第２条（申込方法） 第２条（申込方法）

第６条 第６条（許諾内容） 第６条（許諾内容）

第８条 第８条（料金の支払） 第８条（料金の支払）

第９条 第９条（禁止事項） 第９条（禁止事項）

第１２条 第１２条（提供の停止） 第１２条（提供の停止）

別表第１号　サービス内容 別表第１号　サービス内容

サービス品目 サービス品目

プロテクション サービス　ビジネス エンドポイント セキュリティ

別表第２号

１．月額費用（消費税別） １．月額費用（消費税別）

月額費用 月額費用

￥１，５００／５ライセンス ￥１，５００／５ライセンス

￥５００／１ライセンス ￥５００／１ライセンス

２．最低利用期間 ２．最低利用期間

３ヶ月間 ３ヶ月間

約款　新旧対照表

現行約款 改定後約款

・サービス名称を一般名称へ変更し、iOSモ
バイルへの対応を行うとともに、文言の体裁
を整えます。

別表第２号　料金等

※ 基本サービスとの同時契約による「セット割」の適用対象（両サービスの契約者であり実際に両

サービスを利用する者が同一）となる場合には、端末ライセンスの月額費用が￥１，０００／５ライ
センス となります。

サービス内容

インストールされた端末のウィルス対策、スパイウェ
ア対策、スパムメール対策、ブラウザー保護ファイ

アーウォール、アプリケーション制御などの機能を有
したソフトウェアの提供

サービス内容

インストールされた端末のウィルス対策、スパイウェ
ア対策、スパムメール対策、ブラウザー保護ファイ

アーウォール、アプリケーション制御などの機能を有
したソフトウェアの提供

※ 当社の提供する他のサービスとの同時契約による「セット割」の適用対象（両サービスの契約者

であり実際に両サービスを利用する者が同一）となる場合には、端末ライセンスの月額費用が￥１，
０００／５ライセンス となります。
※ iOSモバイルは、エレメンツ エンドポイント プロテクションからサポートされます。

別表第１号 ・サービス名称を一般名称へ変更し、スパム
メール対策の内容を追加します。

※ 本サービスのスパムメール対策の内容は、「メールに記載された不正なURLへの誘導をブロッ
ク」、「メールに添付された悪意あるファイルの展開をブロック」となります。

2021/9/2 エンドポイント セ
キュリティ サービ
ス契約約款 ・サービス名称を一般名称へ変更し、商品名

を修正します。プロテクション サービス　ビジネス契約約款（以下、「本約款」という）は、株式
会社エアネット（以下、「当社」という）が株式会社エフセキュア（以下、「エフセ
キュア」という）のASP型セキュリティサービスである「プロテクション サービス
ビジネス」を月額制料金にて提供されるサービス（以下、「本サービス」といい、別
表第１号に記載するサービスを指す）の利用について定めるものとします。

エンドポイント セキュリティ サービス契約約款（以下、「本約款」という）は、株
式会社エアネット（以下、「当社」という）が株式会社エフセキュア（以下、「エフ
セキュア」という）のASP型セキュリティサービスである「エレメンツ エンドポイン
ト プロテクション(旧商品名「プロテクション サービス ビジネス」)」を月額制料
金にて提供されるサービス（以下、「本サービス」といい、別表第１号に記載する
サービスを指す）の利用について定めるものとします。

・オプション扱いの取扱いを廃止します。

１．～４．＜省略＞
５．本サービスは、当社が提供するALL in Oneメール Pro、ALL in OneメールLite、
共用ホスティングサービス等のホスティングサービス（以下、「基本サービス」とい
う）のオプションとして提供するものとし、申込の際には別途基本サービスの契約が
なされていることを原則とします。

１．～４．＜現行どおり＞
＜削除＞

・商品名を修正します。

１．利用者は、エフセキュアの「プロテクション サービス ビジネス」の利用目的に
限り、本サービスを利用できるものとします。
２．＜省略＞

１．利用者は、エフセキュアの「エレメンツ エンドポイント プロテクション(旧商
品名「プロテクション サービス ビジネス」)」の利用目的に限り、本サービスを利
用できるものとします。
２．＜現行どおり＞

・オプション扱い廃止に伴う変更を行い、体
裁を整えます。１．＜省略＞

２．初回の月額費用は、本サービス開始日を含む月の翌月分の基本サービスの料金支
払と合算してこれを支払うものとし、初回以降の月額費用についても同様に、該当月
の基本サービスの料金支払と合算してこれを支払うものとします。
４．＜省略＞
５．＜省略＞

最低利用期間 最低利用期間

別表第２号　料金等

１．＜現行どおり＞
２．初回の月額費用は、本サービス開始日を含む月の翌々月１０日までにこれを支払
うものとし、初回以降の月額費用は当月分を翌月１０日までに支払うものとします。
３．＜現行どおり＞
４．＜現行どおり＞

・文言の体裁を整えます。

１．契約者は、次の行為をすることはできないものとします。
（１）～（６）＜省略＞

契約者は、次の行為をすることはできないものとします。
（１）～（６）＜現行どおり＞

・オプション扱い廃止に伴う変更を行いま
す。１．契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止するこ

とができるものとします。
（１）～（３）＜省略＞
（４）基本サービスにて定める停止事由に該当した場合
（５）基本サービスが解約された場合
２．＜省略＞

１．契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止するこ
とができるものとします。
（１）～（３）＜現行どおり＞
＜削除＞
＜削除＞
２．＜現行どおり＞

プロテクション サービス ビジネス エンドポイント セキュリティ

端末（WindowsPC、MacPC、Androidモバイル）※

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５ライセンス単位）

サーバ（Windows）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ライセンス単位）

端末（WindowsPC、MacPC、Androidモバイル、iOSモバイル）※

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５ライセンス単位）

サーバ（Windows）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ライセンス単位）


